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明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
築
港
さ
れ
た
宇う

品じ
な

港
は
、
日
清
戦
争
以

後
、
陸
軍
の
輸
送
拠
点
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
が
、
第

一
次
世
界
大
戦
以
後
の
産
業
経
済
の
発
展
に
よ
っ
て
商
業
利
用
へ
の
期
待
が

高
ま
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
に
商
業
港
の
修
築
が

始
ま
り
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
工
業
港
の
建
設
が
構
想
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
初
計
画
は
、
元
安
川
河
口
以
東
、
草
津
町
沖
ま
で
の
海
面
約
一
三
二
万

坪
を
埋
め
立
て
、
大
型
船
の
泊
地
を
造
成
す
る
と
と
も
に
、
埋
立
地
に
企
業

を
誘
致
し
て
大
工
業
地
帯
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、

戦
時
体
制
に
即
応
す
る
た
め
、当
面
の
埋
立
地
は
約
九
九
万
坪
に
縮
小
さ
れ
、

昭
和
十
五
年
に
着
工
し
ま
し
た
。
当
初
計
画
の
工
区
八
区
の
う
ち
、
吉
島
町

地
先
の
二
区
、
江え

ば波
町
地
先
の
三
・
四
区
、
観
音
町
地
先
の
五
区
が
施
工
さ

れ
ま
し
た
が
（
上
図
参
照
）、
こ
の
う
ち
四
・
五
区
に
は
、
県
の
誘
致
活
動
と

海
軍
の
強
い
要
請
に
よ
っ
て
、
三
菱
重
工
業
の
造
船
・
造
機
工
場
が
建
設
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

太
平
洋
戦
争
開
戦
以
後
、
資
材
や
労
力
の
不
足
に
よ
り
埋
立
工
事
は
難
航

し
ま
し
た
が
、
船
舶
の
増
産
を
急
務
と
す
る
海
軍
の
主
導
に
よ
っ
て
、
埋
立

て
に
並
行
し
て
工
場
建
設
が
進
め
ら
れ
、
十
八
年
十
二
月
に
は
未
完
成
の
船

台
で
操
業
開
始
、
翌
年
六
月
に
は
最
初
の
進
水
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

二
十
年
八
月
六
日
、
原
爆
被
災
に
よ
っ
て
工
場
は
生
産
不
能
の
状
態
に
な

り
ま
し
た
が
、
復
旧
へ
の
懸
命
な
取
り
組
み
が
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

埋
立
工
事
は
続
行
が
困
難
と
な
り
、
二
十
二
年
三
月
を
も
っ
て
打
ち
切
り
竣

工
と
し
ま
し
た
。
そ
の
後
も
埋
立
地
の
売
却
や
代
金
の
精
算
、
登
記
手
続
な

ど
の
事
務
処
理
が
、
三
十
年
代
ま
で
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

当
館
で
は
、
広
島
工
業
港
に
関
す
る
、
昭
和
十
二
年
か
ら
三
十
年
頃
ま
で

の
県
行
政
文
書
を
十
冊
ほ
ど
収
蔵
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
文
書
に
は
、
計

画
か
ら
工
事
着
工
に
至
る
ま
で
の
経
緯
や
埋
立
て
に
伴
う
漁
業
権
補
償
問

題
、
埋
立
工
事
や
附
帯
工
事
の
内
容
、
戦
後
処
理
の
状
況
な
ど
が
記
さ
れ
て

お
り
、
広
島
の
産
業
発
展
の
基
盤
を
築
い
た
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
要
を

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

（
荒
木
清
二
）

︱
戦
時
期
の
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
行
政
文
書
︱

広
島
工
業
港
の
修
築

上は「県営広島市吉島町江波町観音町地先埋立地売却予定図」（「工業
港一件」[ 広島県行政文書 S01-2007-921] 所収），右は「広島工業港

（県営）修築計画説明書」（「広島工業港修築一件 [ 同 S01-90-57] 所収」。
いずれも昭和 15 年（1940）刊。
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筆
者
は
近
年
『
広
島
県
勧
業
年
報
』
を
利
用

し
て
、
明
治
期
広
島
県
に
お
け
る
産
業
発
展
の

実
態
解
明
を
試
み
て
い
る
。
こ
こ
文
書
館
に
創

刊
の
第
一
回
報
告
（
明
治
十
五
年
）
か
ら
最
終

の
第
二
九
回
報
告
（
明
治
四
十
三
年
）
ま
で
そ

ろ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
豊
富
な
内
容
を
持
っ
て

い
る
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
勧

業
年
報
」
は
翌
四
十
四
年
か
ら
は
『
広
島
県
統

計
書
』
（
勧
業
編
）
に
引
き
継
が
れ
た
。

　

ま
ず
「
勧
業
年
報
」
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明

し
て
お
こ
う
。「
勧
業
年
報
」は
明
治
十
年
の「
農

事
通
信
仮
規
則
」、
十
六
年
の
「
農
商
務
通
信

規
則
」
に
従
っ
て
、
明
治
十
年
代
、
各
県
で
編

成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。『
広
島
県
勧
業
年

報
』
も
そ
の
一
つ
で
、
初
期
の
頃
は
統
計
書
と

い
う
よ
り
も
勧
業
行
政
を
遂
行
す
る
た
め
の
資

料
的
色
彩
が
強
く
、
第
一
回
広
島
県
勧
業
年
報

の
内
容
も
勧
業
課
沿
革
、
農
学
校
、
農
事
試
験

場
、
勧
業
世
話
係
設
置
、
農
商
通
信
規
則
、
通

路
開
川
、
綿
糸
紡
績
会
社
等
々
、
記
述
的
内
容

が
大
部
分
で
あ
っ
た
。第
二
回
か
ら
第
四
回（
明

治
十
八
年
）
に
か
け
て
は
、
農
産
品
を
主
と
し

た
重
要
産
品
の
生
産
・
商
況
状
況
が
や
や
詳
し

く
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
ま
だ
記
述
的

内
容
が
主
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
統
計
的
記

載
が
多
く
な
る
の
は
、明
治
十
九
年
（
第
五
回
）

か
ら
で
、
明
治
二
十
年
代
に
入
る
と
ほ
ぼ
統
計

書
的
内
容
に
変
わ
る
。
ま
た
こ
の
頃
か
ら
工
業

関
係
統
計
、
商
業
関
係
統
計
等
の
記
載
事
項
も

整
備
さ
れ
て
く
る
。

　

明
治
期
に
お
け
る
各
種
統
計
資
料
は
、
「
勧

業
年
報
」
に
限
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
作
成

の
始
ま
っ
た
初
期
と
後
期
で
は
、
記
載
内
容
等

（
例
え
ば
記
載
商
品
）
に
大
き
な
変
化
が
み
ら

れ
る
。
特
に
産
業
統
計
の
場
合
、
統
計
書
の
発

行
が
始
ま
っ
た
初
期
で
は
、
産
業
の
捉
え
方
自

体
、
あ
る
い
は
デ
ー
タ
の
収
集
方
法
も
十
分
に

確
立
し
て
い
た
と
は
い
え
ず
、
こ
れ
が
次
第
に

整
備
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
統
計
内
容
も
安
定
し

て
く
る
。
そ
の
た
め
初
期
の
頃
は
デ
ー
タ
の
連

続
性
や
信
頼
度
の
点
か
ら
も
問
題
が
あ
り
、
年

度
間
で
の
デ
ー
タ
の
比
較
検
討
の
試
み
に
は
大

き
な
困
難
が
伴
っ
た
。
例
え
ば
工
業
生
産
品
目

に
つ
い
て
み
る
と
、
掲
載
さ
れ
る
品
目
、
同
品

目
の
調
査
地
域
、
掲
載
さ
れ
る
順
番
も
年
度
に

よ
り
異
な
り
、
こ
れ
が
利
用
者
に
大
き
な
不
便

を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
「
勧
業

年
報
」
に
は
、
膨
大
な
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
利
用
さ

れ
て
き
た
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
こ
の
不
便
を
克
服
す
る
た
め
に
、
主

要
デ
ー
タ
の
時
系
列
デ
ー
タ
を
作
成
し
、
さ
ら

に
利
用
が
容
易
に
な
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
行
っ
て
い
る
。
勿
論
こ
れ

は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
膨
大

な
時
間
と
手
間
も
か
か
る
。
し
か
し
こ
れ
が
出

来
上
が
れ
ば
、
そ
の
後
の
利
用
や
こ
れ
を
用
い

た
分
析
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
比
較
に
な
ら
な
い

ほ
ど
楽
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
ど
れ
だ
け

信
頼
性
の
あ
る
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
る
こ
と

が
出
来
る
か
が
決
定
的
に
重
要
と
な
る
。
そ
の

た
め
に
は
デ
ー
タ
を
時
系
列
的
に
並
べ
て
注
意

深
く
な
が
め
て
い
る
だ
け
で
も
、
多
く
の
異
常

値
を
見
つ
け
出
し
、
対
策
を
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
現
在
エ
ク
セ
ル
が
容
易
に
利
用
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
表
の
縦
横
の
合
計

値
が
記
載
さ
れ
て
あ
れ
ば
、
記
入
ミ
ス
を
見
つ

け
出
し
て
修
正
可
能
な
場
合
も
多
く
あ
る
。
一

方
統
計
基
準
が
変
わ
っ
た
場
合
、
デ
ー
タ
の
連

続
性
を
い
か
に
保
つ
か
の
工
夫
が
必
要
に
な
る

し
、
そ
れ
が
出
来
な
い
場
合
は
不
連
続
で
あ
る

こ
と
を
明
示
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

 

『
広
島
県
勧
業
年
報
』
の

　
　
　
　
　

「
諸
工
場
」
欄
に
つ
い
て

�

『
広
島
県
勧
業
年
報
』
に
は
、
当
時
の
主
要

工
場
の
個
別
デ
ー
タ
が
「
諸
工
場
」
欄
の
中
に

掲
載
さ
れ
て
お
り
、
現
在
こ
れ
を
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
化
し
、
明
治
期
に
お
け
る
広
島
県
の
工
場
の

展
開
状
況
の
分
析
を
試
み
て
い
る
。

『
広
島
県
勧
業
年
報
』
で
は
明
治
二
十
二
年

の
第
八
回
よ
り
、
個
別
工
場
の
デ
ー
タ
が
ま

と
ま
っ
た
表
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
明
治
二
十
二
年
の
表
の
名
称
は
「
工
場
及

製
造
所
」、
二
十
三
〜
二
十
六
年
は
「
工
場
」、

二
十
七
〜
三
十
年
は
「
製
造
所
」、
三
十
一
年

以
降
は
「
諸
工
場
」
と
な
る
。
以
下
で
は
前
記

各
名
称
に
対
し
、「
諸
工
場
」
の
名
称
を
統
一

し
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

「
諸
工
場
」
欄
に
記
載
さ
れ
て
い
る
基
本
的
情

報
は
、
工
場
名
称
、
生
産
品
目
、
創
業
年
月
、

職
工
数
で
あ
る
が
、
初
期
の
頃
は
さ
ら
に
資
本

金
、
株
主
人
員
等
々
が
含
ま
れ
、
一
方
、
後
年

次
に
な
る
と
持
主
名
、
使
用
動
力
等
が
記
載
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

そ
れ
で
は
「
勧
業
年
報
」
は
ど
の
よ
う
な
も

の
を
工
場
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
必

ず
し
も
こ
れ
が
は
っ
き
り
と
し
な
い
の
で
あ

る
。
明
治
十
六
年
の
農
商
務
通
信
規
則
で
は
、

職
工
一
〇
人
以
上
を
使
用
す
る
工
場
を
毎
年
調

査
し
報
告
す
る
よ
う
に
と
あ
る
か
ら
、
職
工

一
〇
名
以
上
が
働
く
建
物
を
工
場
と
い
っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
基
準
か
ら
す
れ
ば
規

模
が
著
し
く
小
さ
く
、
そ
の
た
め
家
内
工
業
的

生
産
と
工
場
生
産
と
の
境
界
は
必
ず
し
も
は
っ

き
り
し
な
い
。
明
治
三
十
六
年
の
「
勧
業
年

報
」
で
は
、
工
産
物
の
生
産
価
額
に
関
す
る
別

表
に
お
い
て
、
蚕
糸
及
真
綿
の
項
に
は
製
糸
戸

数
を
製
造
所
と
自
宅
に
区
分
し
て
記
載
し
て
お

『広島県勧業年報』の原本（下）と閲覧用複製資料（上）

『
広
島
県
勧
業
年
報
』
の

　
　
　
　

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

広
島
市
立
大
学
教
授　

富
永
憲
生
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り
、
そ
の
数
は
そ
れ
ぞ
れ
七
戸
と
一
三
九
〇
戸

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
製
造
所
が
工
場
に
相
当
す

る
と
思
わ
れ
、
実
際
、
「
諸
工
場
」
欄
の
製
糸

工
場
数
（
節
糸
を
含
む
）
を
み
る
と
七
戸
で
一

致
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
常
生
活
を
行
う
家

屋
と
は
異
な
る
一
〇
人
以
上
が
働
く
別
の
建
物

が
あ
る
場
合
、
こ
れ
を
工
場
と
言
っ
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
。
「
勧
業
年
報
」
で
い
う
工
場
は

集
中
作
業
場
的
な
建
物
を
含
め
て
こ
の
よ
う
な

建
物
を
工
場
と
い
っ
て
い
る
、
と
推
測
す
る
。

　

工
場
の
創
業
年
を
利
用
し
た
工
場
数
の
推
定

　

工
場
デ
ー
タ
の
一
つ
に
創
業
年
が
記
載
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
工
場
創
業
年
を
利
用
し
て
、

各
年
次
の
工
場
数
を
推
計
し
て
み
た
。
す
な
わ

ち
明
治
初
期
に
お
い
て
「
勧
業
年
報
」
が
発
行

さ
れ
て
お
ら
ず
工
場
の
存
在
が
確
認
で
き
な
く

て
も
、
あ
る
い
は
途
中
「
諸
工
場
」
欄
に
記
載

の
な
い
年
が
あ
っ
て
も
、
創
業
年
か
ら
掲
載
年

次
ま
で
は
そ
の
工
場
が
存
在
し
た
と
し
て
、
こ

れ
を
足
し
併
せ
て
工
場
数
を
推
計
す
る
の
で

あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
工
場
数
の
推
計
を
明

治
初
期
ま
で
延
長
し
、
ま
た
工
場
に
よ
っ
て
は

年
次
に
よ
り
記
載
漏
れ
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
方
法
を
と
る
こ
と
に
よ
り
記
載
漏
れ
を
修
正

し
、
デ
ー
タ
の
連
続
性
を
高
め
る
こ
が
で
き
る

利
点
も
あ
る
。
表
は
こ
の
よ
う
に
し
て
求
め
た

工
場
数
で
あ
る
（
推
計
等
の
詳
細
は
、
拙
稿

「
明
治
期
広
島
県
に
お
け
る
工
場
の
展
開
」（
広

島
市
立
大
学
『
広
島
国
際
研
究
』
第
一
五
巻
、

二
〇
〇
九
年
十
一
月
）
を
参
照
し
て
ほ
し
い
）。

　

同
表
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
点
を
い
く
つ

か
挙
げ
て
お
く
。

　

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
創
業
年
よ
り
推
計

し
た
工
場
数
の
方
が
多
く
な
る
。
こ
れ
は
「
勧

業
年
報
」
の
カ
バ
ー
す
る
工
場
の
範
囲
に
は
大

き
な
注
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

明
治
初
期
の
工
場
は
、
在
来
的
製
品
の
中
で

も
、
米
、
酒
、
食
塩
、
煙
草
、
鋳
物
関
係
が
大

部
分
で
あ
る
。

　

明
治
二
十
年
代
以
降
、
様
々
な
分
野
で
工
場

が
増
え
て
く
る
。
機
械
金
属
、
綿
織
物
関
係
、

そ
の
他
に
分
類
さ
れ
る
工
場
は
殆
ど
が
在
来
的

商
品
の
工
場
化
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
一
方

で
缶
詰
、
燐
寸
、
煉
瓦
の
よ
う
な
海
外
か
ら
の

移
植
商
品
の
工
場
生
産
も
始
ま
っ
て
く
る
。

　

今
後
も
筆
者
は
、
『
広
島
県
統
計
書
』
（
勧

業
編
）
に
引
き
継
が
れ
た
大
正
期
の
「
諸
工

場
」
欄
、
さ
ら
に
主
要
工
産
品
の
生
産
額
等
々

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
進
め
、
戦
前
期
広
島
県

の
産
業
発
展
の
実
態
解
明
を
目
指
し
た
い
と

思
っ
て
い
る
。

　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
七
月
に
廃
藩
置
県

が
断
行
さ
れ
た
後
の
数
年
間
、
広
島
県
は
、
新

た
な
統
治
の
仕
組
み
を
作
る
た
め
に
試
行
錯
誤

を
し
つ
つ
、
行
政
制
度
（
特
に
末
端
の
行
政
制

度
）
の
改
廃
を
繰
り
返
し
て
い
ま
し
た
。

　

広
島
県
に
限
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
時
期
に
起

き
た
体
制
の
大
き
な
変
化
は
、
地
方
で
作
成
さ

れ
る
公
文
書
類
の
あ
り
方
に
も
大
き
な
変
貌
を

も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
の
行
政

機
構
の
末
端
を
担
っ
た
町
村
の
役
人
が
手
に
す

る
様
々
な
公
文
書
も
、
廃
藩
置
県
を
挟
ん
で

（
内
容
は
も
ち
ろ
ん
、
見
た
目
も
）
大

き
く
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

県
の
布
達
と
印
刷　
　

旧
町
村
役
場
や

町
村
の
役
人
を
勤
め
た
家
に
伝
来
し
た

文
書
を
整
理
し
て
い
る
と
、
廃
藩
直
後

か
ら
県
が
管
内
に
下
し
て
い
っ
た
布
達

類
を
目
に
す
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま

す
。
そ
れ
ら
が
藩
政
時
代
の
触
書
と
異

な
っ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

県
に
な
っ
て
か
ら
も
少
し
ず
つ
文
書
と

し
て
の
様
子
が
変
化
し
て
い
る
の
を
窺

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
特
に
、
内
容
以

前
に
明
白
な
の
は
、
印
刷
と
い
う
技
術

が
登
場
し
た
こ
と
で
、
こ
れ
が
布
達
類

の
各
町
村
へ
の
届
き
方
に
影
響
を
与
え

た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。

木
活
字
印
刷　
　

印
刷
手
法
と
し
て
最

初
に
登
場
し
た
の
は
、
木
の
活
字
を
利

用
し
た
手
刷
り
で
し
た
。
木
活
字
印
刷
そ
の
も

の
は
江
戸
時
代
か
ら
あ
り
ま
し
た
が
、
江
戸
初

期
の
一
時
期
を
除
け
ば
、
印
刷
手
法
と
し
て
は

マ
イ
ナ
ー
な
も
の
で
、
主
流
は
一
枚
の
板
を

彫
っ
て
版
木
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
整
版
で
し

た
。

　

広
島
県
の
場
合
、
木
活
字
で
刷
ら
れ
た
布
達

類
で
最
も
古
い
日
付
を
持
つ
も
の
は
、
廃
藩
直

前
の
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
六
月
に
出
さ
れ

た
広
島
藩
の
布
告
で
す
が
、
廃
藩
以
前
の
木
活

字
印
刷
は
、
広
島
県
で
は
あ
ま
り
例
が
多
く
な

い
よ
う
で
す
。
む
し
ろ
、
廃
藩
後
も
、
し
ば
ら

く
は
藩
政
期
と
同
じ
よ
う
に
、
手
書
き
の
文
書

を
各
村
へ
「
順
達
回
覧
」
と
い
う
手
法
で
伝
達

明治 5 年 11 月に第五大区（山県郡）が管内の小区用係に権令からの布
達を伝えた文書。布達は大区用所で作成した写しである。宛名部分によ
り，各村へ回覧したことが分かる。

 創業年より推計した工場数
　　�年次（明治）�
�業種 0 10 20 30 40 45

米･酒･食塩 5 9 15 21 24 10
煙草 3 5 8 19 9 0
鋳物 4 6 8 10 12 12
機械金属 0 6 14 19 38 36
綿織物関係 0 0 8 21 45 75
缶詰･燐寸･
煉瓦 0 0 3 30 40 23

その他 0 3 16 90 96 125

計 12 29 72 210 264 281
勧業年報の
工場数 ･･･ ･･･ ･･･ 93 125 250

･･･は不明

廃
藩
置
県
直
後
の
県
布
達
類

︱
木
活
字
か
ら
活
版
へ
︱
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し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
文
書
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
（
前
頁
写
真
）。

　

も
ち
ろ
ん
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
頃
に

は
、
木
活
字
の
印
刷
物
が
各
町
村
の
役
人
の
手

元
へ
配
付
さ
れ
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
ま
し
た

が
、
そ
れ
ら
は
広
島
県
が
出
す
通
常
の
布
令
・
通

達
類
で
は
な
く
、
太
政
官
布
告
や
比
較
的
大
き

な
制
度
・
規
則
の
改
廃
創
設
、
特
別
な
案
件
に

か
か
る
も
の
（
た
と
え
ば
、
広
島
県
職
制
科
目
、

戸
籍
布
令
、
鉄
砲
取
締
規
則
、
出
版
条
例
、
博

覧
会
票
告
な
ど
）
に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

広
島
県
か
ら
の
伝
達
が
木
活
字
の
印
刷
物
と

な
っ
て
県
内
の
各
町
村
に
届
い
た
早
い
事
例
の

ひ
と
つ
と
し
て
、
明
治
四
年
十
二
月
に
創
刊
さ

れ
た
「
日
注
雑
記
」
と
い
う
新
聞
が
あ
り
ま
す

（
左
写
真
）。
こ
れ
は
新
聞
と
は
言
う
も
の
の
、

県
の
公
報
的
性
格
が
強
い
も
の
で
、
実
際
、
使

わ
れ
て
い
る
文
字
も
版
面
の
組
み
方
も
、
こ
の

あ
と
多
く
の
木
活
字
印
刷
と
な
っ
て
現
れ
る
県

の
布
達
と
同
じ
で
す
。
こ
の
「
日
注
雑
記
」
は
、

明
治
初
期
に
村
役
人
を
勤
め
て
い
た
家
に
伝
来

し
て
い
る
例
が
複
数
あ
り
、
県
内
各
村
に
配
付

さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

木
活
字
印
刷
さ
れ
た
県
の
布
達
そ
の
も
の

が
、
回
覧
で
は
な
く
各
町
村
の
役
人
へ
届
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
お
そ
ら
く
明
治

五
年
（
一
八
七
二
）
の
後
半
だ
と
思
わ
れ
ま

す
（
左
写
真
）。
こ
れ
以
後
、
特
に
明
治
六
年

（
一
八
七
三
）に
な
っ
て
か
ら
、県
の
布
達
類
は
、

手
書
き
の
写
し
を
各
村
に
回
覧
さ
せ
る
旧
来
の

方
法
を
一
方
で
残
し
つ
つ
も
、
木
活
字
印
刷
物

の
配
付
が
主
流
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

広
島
県
の
布
達
に
使
用
さ
れ
て
い
る
木
活
字

は
二
号
活
字
程
度
の
楷
書
体
活
字
で
、
他
に
同

じ
書
風
で
よ
り
大
き
な
文
字
（
初
号
よ
り
は
小

さ
く
四
〇
ポ
程
度
）
で
刷
ら
れ
た
も
の
も
、
時

折
現
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
明
治

初
年
の
各
府
県
か
ら
出
さ
れ
た
布
達
類
の
中
に

は
、
広
島
県
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
と
似
た
書

体
の
木
活
字
が
見
い
だ
せ
た
り
し
ま
す
。

活
版
印
刷　
　

近
世
初
期
の
キ
リ
シ
タ
ン
版
の

時
代
を
除
け
ば
、
わ
が
国
で
西
洋
式
活
版
印
刷

が
始
ま
る
の
は
幕
末
か
ら
明
治
初
期
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

木
活
字
で
印
刷
し
た
布
達
類
が
主
流
に
な
っ

て
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
広
島
県
で
も
金
属

活
字
を
使
っ
た
活
版
印
刷
が
登
場
し
ま
す
。

現
在
残
さ
れ
て
い
る
明
治
初
期
の
文
書
類
を

見
る
と
、
広
島
県
で
は
、
大
体
、
明
治
七
年

（
一
八
七
四
）
の
初
め
頃
か
ら
活
版
印
刷
を
利

用
し
た
布
達
が
現
れ
始
め
ま
す
（
左
写
真
）。

　

し
か
し
、
木
活
字
印
刷
が
一
気
に
活
版
に

と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
し
ば
ら

く
は
、
新
旧
の
印
刷
手
法
が
共
存
す
る
状
態
が

続
い
て
い
ま
し
た
。
旧
町
村
役
場
文
書
に
残
さ

れ
た
こ
の
時
期
の
布
達
類
簿
冊
を
見
る
と
、
木

活
字
印
刷
と
活
版
印
刷
が
混
在
し
て
綴
ら
れ
て

お
り
、
混
沌
と
し
た
様
相
を
見
せ
て
い
ま
す
。

中
に
は
、
一
枚
の
印
刷
物
に
木
活
字
と
金
属
活

字
が
併
用
さ
れ
て
い
る
例
さ
え
あ
り
ま
す
。

　

残
さ
れ
た
史
料
で
判
断
す
る
限
り
、
広
島
県

の
布
達
類
に
木
活
字
と
活
版
が
並
存
し
て
い
た

の
は
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
の
前
半
ま
で

の
よ
う
で
す
。
そ
れ
以
降
は
、
木
活
字
が
姿
を

消
し
、
活
版
印
刷
に
統
一
さ
れ
た
布
達
類
が
、

各
町
村
に
届
け
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
ら
の
活
版
印
刷
に
使
わ
れ
た
の
は
、
五

号
の
明
朝
体
活
字
で
、
長
崎
新
塾
出
張
活
版
製

造
所
（
後
の
東
京
築
地
活
版
製
造
所
）
の
活
字

の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
明

ら
か
に
違
う
文
字
が
使
わ
れ
て
い
た
り
も
し
ま

す
。
の
ち
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
末
頃
か
ら

は
、
使
用
さ
れ
る
明
朝
体
活
字
が
五
号
か
ら
四

号
へ
と
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

時
代
が
大
き
く
変
化
し
て
い
く
と

き
、
記
録
資
料
の
作
ら
れ
方
に
も
大

き
な
変
化
が
現
れ
て
き
ま
す
。
文
書

館
の
よ
う
な
記
録
資
料
保
存
機
関
が

果
た
す
べ
き
役
割
は
、
記
録
資
料
の

整
理
と
保
存
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の

記
録
資
料
そ
の
も
の
の
「
歴
史
」
を

見
い
だ
す
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。�

（
長
沢�

洋
）

「日注雑記」の表紙と内容の一部（一丁 10 行，一行
20 字の組み方は県の布達類と同じである）

大区の役人から町村の役人（用係）に県からの木活字印刷物が（回覧でなく）配付
されたことが明らかな明治 5 年後半の事例。右端の文書は区長・戸長が用係にこ
れを送付した際の文書で，この木活字印刷物の冒頭に貼り付けられている。

広島県の布達類が活版印刷された早期
の例。この写真では分かりにくいが，
いくつかの文字は明らかに異質で稚拙
な文字が使われている。

（
中
略
）
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下
の
写
真
は
、
今
か
ら
遡
る
こ
と
五
十
年
前

の
昭
和
三
十
四
年
十
月
二
十
三
日
付
け
の
各
部

課
長
宛
に
発
出
さ
れ
た
「
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
・
シ

ス
テ
ム
」
の
実
施
計
画
案
に
つ
い
て
の
総
務
部

長
の
通
達
で
す
。

フ
ァ
イ
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
と
は

　

「
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
文

書
の
整
理
だ
け
で
な
く
、
「
文
書
を
誰
が
ど
の

よ
う
に
管
理
す
る
の
か
。
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に

保
存
す
る
の
か
。
そ
れ
を
何
年
後
に
廃
棄
す
る

の
か
。
」
ま
で
を
も
含
む
一
連
の
シ
ス
テ
ム
の

こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

広
島
県
の
公
文
書
等
も
「
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
・

シ
ス
テ
ム
」
に
よ
り
適
正
な
管
理
に
努
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
フ
ァ
イ

リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
」
は
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら

実
施
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

フ
ァ
イ
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
の
構
築

　

広
島
県
庁
の
書
庫
か
ら
文
書
館
に
移
管
さ
れ

た
行
政
文
書
の
中
に
、
そ
の
経
緯
が
分
か
る
通

達
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
通
達
に
は
、
驚
く
こ
と
に
、
昭
和

三
十
三
年
の
第
一
回
職
員
提
案
で
「
文
書
整
理

保
管
方
法
の
改
善
」
と
「
文
書
事
務
の
処
理
方

式
の
改
善
」
が
採
択
さ
れ
、
そ
の
結
果
「
フ
ァ

イ
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
」
が
実
施
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
実
施
に
当
っ
て
は
、
一
定
の

臨
床
的
な
期
間
を
設
け
る
こ
と
と
し
、
昭
和

三
十
四
年
十
月
か
ら
二
年
二
か
月
の
歳
月
を
か

け
て
、
段
階
的
に
一
歩
一
歩
改
善
し
な
が
ら
、

昭
和
三
十
七
年
一
月
の
完
全
実
施
を
目
標
に
進

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

「
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
」
の
実
施
計
画
案

　

こ
の
実
施
計
画
案
は
、
次
の
よ
う
に
示
し
て

い
ま
す
。

一　

実
施
上
の
一
般
的
注
意
事
項

（
一
）　

文
書
を
私
物
化
し
な
い
。

（
二
）�　

机
の
引
き
出
し
に
は
文
書
を
一
切
入

れ
な
い
。

（
三
）�　

退
庁
時
に
は
机
の
上
の
整
理
を
行

い
、
文
書
を
机
の
上
に
置
か
な
い
。

（
四
）�　

文
書
は
、
す
べ
て
各
課
ご
と
に
一
箇

所
に
集
め
て
整
理
保
管
す
る
。

（
五
）�　

文
書
に
は
す
べ
て
文
書
分
類
記
号
を

記
入
す
る
。
こ
の
た
め
、
文
書
分
類
表

を
作
る
。

（
六
）�　

保
存
期
限
を
過
ぎ
た
文
書
又
は
保
存

期
限
が
こ
な
く
て
も
不
要
と
認
め
ら
れ

る
文
書
は
、
直
ち
に
廃
棄
手
続
を
す
る

習
慣
を
つ
け
る
。
（
※
現
在
、
歴
史
資

料
は
文
書
館
に
移
管
）

二　

実
施
範
囲　

知
事
部
局
全
部

三　

実
施
の
段
階

　

第 

一
ス
テ
ッ
プ　

昭
和
三
十
四
年
九
月
末
日

ま
で　

文
書
を
一
定
の
場
所
に
集
め
て
整

理
保
管
す
る
。

　

第 

二
ス
テ
ッ
プ　

昭
和
三
十
四
年
十
一
月
中

旬
ま
で　
「
文
書
分
類
表
」（
試
案
）
を
作

る
。

　

第 

三
ス
テ
ッ
プ　

昭
和
三
十
五
年
一
月
一
日

か
ら　
「
文
書
分
類
表
」（
試
案
）
を
用
い

て
文
書
の
整
理
保
管
を
行
う
。

　

第 

四
ス
テ
ッ
プ　

昭
和
三
十
五
年
十
一
月　

中
旬
ま
で　
「
文
書
分
類
表
」（
決
定
版
）

を
作
る
。

　

第 

五
ス
テ
ッ
プ　

昭
和
三
十
六
年
一
月
一
日

か
ら　
「
文
書
分
類
表
」（
決
定
版
）
や
改

善
さ
れ
た
実
施
方
法
に
よ
っ
て
、
文
書
の

整
理
保
管
を
本
格
的
に
行
う
。

　

第 

六
ス
テ
ッ
プ　

昭
和
三
十
六
年
十
一
月　

中
旬
ま
で　

①
現
行
の
「
文
書
保
存
年
限

基
準
表
」
を
検
討
し
て
、
新
し
い
も
の
を

作
る
。②
こ
の
新
し
い
基
準
表
に
よ
っ
て
、

「
文
書
分
類
表
」（
決
定
版
）
の
中
の
文
書

の
題
名
ご
と
に
保
存
年
限
を
付
け
る
。
③

現
行
の
「
文
書
編
さ
ん
保
存
規
程
」
を
全

面
改
正
す
る
。

　

第 

七
ス
テ
ッ
プ　

昭
和
三
十
七
年
一
月
一
日

か
ら　

完
全
実
施
（
後
略
）

「
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
」
の
更
な
る
推
進

　

こ
う
し
て
広
島
県
の
「
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
・
シ

ス
テ
ム
」
の
原
型
が
構
築
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ

の
シ
ス
テ
ム
の
考
え
方
は
、
現
在
で
も
変
わ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
年
七
月
、
公
文
書

等
を
国
民
共
有
の
知
的
資
源
と
し
、
説
明
責
任

を
果
た
す
た
め
公
文
書
等
の
管
理
、
保
存
体
制

強
化
に
向
け
た
公
文
書
管
理
法
が
公
布
さ
れ
た

今
、
も
う
一
度
「
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
」

を
見
直
し
改
善
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
言
う
は
た
や
す
い
が
実
行

と
な
る
と
一
朝
一
夕
に
い
か
な
い
の
が
「
フ
ァ

イ
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
」
の
実
施
で
す
。
職
員

一
人
ひ
と
り
の
理
解
と
取
組
に
よ
っ
て
更
に
推

進
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。�

（
神
原
眞
一
）

昭和 34 年総務部長通達

広
島
県
の

フ
ァ
イ
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
の
原
型

《メモ》
「公文書等の管理に関する法律（公文書管理法）」
　平成 21 年 7 月 1 日公布（平成 21 年法律第 66 号）。
　公文書等は国民共有の知的資源であり，国民が主体的に利用
し得るものであると規定。公文書等の統一的な管理ルール（文
書の作成基準・保存期間基準・ファイル管理簿など）を定め，
レコードスケジュール（廃棄・移管の事前設定，歴史資料とし
て重要な文書の国立公文書館への移管）を導入することとして
いる。また，国民が利用しやすいよう，利用請求権を設け，展
示その他の方法による利用の促進に努めるべきことも定めてい
る。末尾の第 34 条では，地方公共団体もこの法律の趣旨にのっ
とり，その保有する文書の適正な管理に努めるべきことを規定。
地方公共団体における文書管理の改善を促している。
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江
戸
時
代
の
古
文
書
の
様
式
を
見
て
い
る

と
、
こ
れ
ま
で
意
外
に
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た

と
思
え
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
「
仕
切
状
」
と
い
う
文
書
が
あ
り

ま
す
が
、
一
般
に
仕
切
状
と
は
、
商
品
の
売
買
の

際
に
品
目
・
数
量
・
代
金
な
ど
の
明
細
を
書
き

記
し
た
書
類
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
様
々
な
歴
史
関
係
の
辞
書
類
を
引

い
て
み
る
と
、
そ
の
説
明
は
驚
く
ほ
ど
ま
ち
ま

ち
で
、
混
乱
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

混
乱
し
て
い
る
主
な
点
は
次
の
二
つ
で
す
。

一
つ
は
、
仕
切
状
に
は
「
売
仕
切
」
と
「
買
仕

切
」
が
あ
る
が
、
買
主
か
ら
売
主
へ
渡
す
も
の

と
売
主
か
ら
買
主
へ
渡
す
も
の
と
、
そ
れ
ぞ
れ

ど
ち
ら
が
「
売
仕
切
」
で
あ
り
「
買
仕
切
」
な

の
か
と
い
う
点
。
も
う
一
つ
は
、
こ
の
二
種
類

の
仕
切
状
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
仕
切
状
の
基
本

的
な
形
態
な
の
か
と
い
う
点
で
す
。
具
体
的
な

例
示
は
省
略
し
ま
す
が
、
こ
の
二
点
に
つ
い

て
、
各
辞
書
の
説
明
が
全
く
混
乱
し
て
い
る
の

で
す
。

　

で
は
、
江
戸
時
代
の
仕
切
状
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
な
の
か
、
実
際
に
当
館
の
収
蔵
文
書
を

も
と
に
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　

ま
ず
「
売
仕
切
」
に
つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ

う
。
①
は
、
尾
道
の
豪
商
橋
本
家
文
書
の
中
に

あ
る
繰
綿
の
「
売
仕
切
」
で
す
。
繰
綿
と
は
、

収
穫
さ
れ
た
実
綿
か
ら
種
を
取
り
除
い
た
綿
の

こ
と
で
、
古
手
屋
喜
右
衛
門
か
ら
鍵
屋
甚
兵
衛

宛
に
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
仕
切
状
で
は
、

二
〇
俵
の
繰
綿
を
売
買
し
、
そ
の
代
銀
が
袋
代

と
合
わ
せ
て
七
貫
五
五
七
匁
で
あ
る
こ
と
を
記

し
て
い
ま
す
。
次
に
、
こ
の
代
銀
か
ら
口こ
う
せ
ん銭

（
手
数
料
）
と
貫か
ん
だ
い代
（
商
品
に
か
け
ら
れ
る
税

＝
運
上
銀
）
を
差
し
引
い
た
残
銀
と
し
て
七
貫

三
九
八
匁
一
分
六

厘
を
計
上
し
、
こ

の
金
額
を
古
手
屋

は
「
無
出
入
渡
」、

つ
ま
り
鍵
屋
へ
間

違
い
な
く
渡
し
た

と
記
し
て
い
ま

す
。

　

こ
の
記
載
か
ら
、

「
売
仕
切
」
は
、
買

主
側
が
売
主
（
荷

主
）
へ
渡
し
た
も

の
で
、
代
金
の
支

払
い
に
際
し
て
、
金

額
の
明
細
（
商
品
代

金
か
ら
手
数
料
や
税

金
な
ど
を
引
い
た
残

額
）
を
示
す
た
め
に

渡
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

こ
の
場
合
、
買
主
古

手
屋
は
、
委
託
販
売

を
行
う
問
屋
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
、
繰
綿

の
販
売
を
荷
主
で
あ

る
鍵
屋
か
ら
請
け
負

い
、
販
売
代
金
の
中
か
ら
自
ら
の
取
り
分
で
あ
る

口
銭
な
ど
を
除
い
た
金
額
を
鍵
屋
へ
渡
し
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

次
に
「
買
仕
切
」
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
②

は
同
じ
く
橋
本
家
文
書
の
中
に
あ
る
松
永
塩

の
「
買
仕
切
」
で
す
。
差
出
人
は
松
永
塩
問
屋

の
幾
右
衛
門
で
あ
り
、
橋
本
家
の
店
員
で
あ

る
林
治
に
宛
て
て
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
仕

切
状
で
は
、
松
永
塩
九
八
〇
俵
の
代
銀
一
二
貫

七
四
〇
匁
に
続
い
て
口
銭
九
八
匁
と
荷
賃
（
仲

仕
な
ど
人
夫
の
労
賃
）
を
加
算
し
て
代
銀
一
二

貫
八
八
七
匁
を
計
上
し
て
お
り
、
末
尾
の
文
言

は
「
右
之
通
買
渡
、
…
無
出
入
相
済
」
と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
分
か
る
の
は
、
差
出
人
で

あ
る
塩
問
屋
幾
右
衛
門
は
橋
本
家
か
ら
注
文
を

受
け
て
松
永
塩
を
買
入
れ
、
こ
れ
を
店
員
の
林

治
に
売
り
渡
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
塩
代

銀
（
仕
入
価
格
）
に
自
ら
の
取
り
分
で
あ
る
口

銭
な
ど
を
加
え
た
金
額
を
請
求
し
、
そ
の
支
払

い
が
済
ん
だ
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
「
売
仕
切
」
が
買
主
か
ら
売
主
へ

渡
す
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
買
仕
切
」
は

逆
に
売
主
か
ら
買
主
へ
渡
す
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

で
は
、
ど
ち
ら
が
基
本
的
な
仕
切
状
の
形
態

と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
仕
切
状
に

は
表
題
が
単
に
「
仕
切
状
之
事
」
と
の
み
記
さ

れ
る
も
の
が
多
い
の
で
す
が
、
当
館
の
収
蔵
文

書
を
見
る
限
り
、
そ
の
殆
ど
は
「
売
仕
切
」
の

記
載
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
委

託
販
売
を
請
け
負
っ
た
問
屋
な
ど
が
代
金
を
荷

主
へ
渡
す
際
に
、
そ
の
金
額
の
明
細
を
示
す
た

め
に
渡
し
た
文
書
（
「
売
仕
切
」
）
が
基
本
的
な

仕
切
状
の
形
態
で
あ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
す
。

　

た
だ
し
、
仕
切
状
に
は
単
に
商
品
名
と
数
量･

金
額
だ
け
記
し
た
も
の
も
多
く
、
こ
の
点
は
他

地
域
の
事
例
も
含
め
、
さ
ら
に
調
べ
て
み
る
必

要
が
あ
り
そ
う
で
す
。�

（
西
向
宏
介
）

①享保 5 年 繰綿売仕切状 ( 橋本家文書 2196-8)
　
　

く
り
綿
売
仕
切
状
之
事

一 

弐
拾
俵　
　
　
　
　

弐
貫
百
三
十
八

三
百
七
拾
七
匁
か
へ

代
七
貫
五
百
四
拾
匁

　

一�

拾
七
匁　
　
　
　
　

袋
代

〆
七
貫
五
百
五
拾
七
匁

　
　
　

内

　

一�

弐
拾
五
匁　
　
　
　
　
　

口
銭

　

一�

百
三
拾
三
匁
八
分
四
厘　

か
ん
（
貫
）
代

　

〆
百
五
拾
八
匁
八
分
四
厘

〆
七
貫
三
百
九
拾
八
匁
壱
分
六
厘

右
之
通
無
出
入
渡
相
済
申
候

　
　

享
保
五
年　
　
　

古
手
屋

　
　
　

子
七
月
朔
日　
　
　

喜
右
衛
門　

㊞

鍵
屋

　
　

甚
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

買
仕
切

一�

松
永
塩
大
俵
九
百
八
拾
俵

　
　

銀
拾
三
匁
替

　
　

代
銀
拾
弐
貫
七
百
四
拾
匁

　
　
　

外
ニ

　
　
　
　

九
拾
八
匁　
　
　
　

口
銭

　
　
　
　

四
拾
九
匁　
　
　
　

荷
賃

残
〆

　
　
　

拾
弐
貫
八
百
八
拾
七
匁

　

銀
六
拾
五
匁
替

　
　

此
金
百
九
拾
八
両
壱
歩　

銭
壱
匁
壱
分
五
り

右
之
通
買
渡
シ
代
銀
入
目
録

此
表
無
出
入
相
済
申
候
、
仍
而
如
件

　
　
　
　
　

備
後
松
永
塩
問
屋

　

文
久
二
年　
　
　
　
　

月
代
り
処

　

戌
十
月
三
日　
　
　
　
　

幾
右
衛
門　

㊞

　

尾
道
橋
本
御
内

　
　
　

林　

治　

殿

《
収
蔵
文
書
の
紹
介
》

江
戸
時
代
の
「
仕し

切き
り

状
」
と
は

②文久 2 年 松永塩買仕切状（橋本家文書 2165-1）
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宮み
や
う
ち内
村
庄
屋
文
書
（
寄
贈
）

　
「
備
後
恵え

そ蘇
郡
宮
内
村
役
場
文
書
」
の
表
題
で

古
書
店
目
録
に
出
て
い
た
文
書
群
の
購
入
者
か

ら
寄
贈
を
受
け
た
も
の
で
、
原
蔵
者
の
情
報
は

ほ
か
に
な
い
。
同
村
は
現
在
庄
原
市
口
和
町
宮

内
。
文
化
・
文
政
年
間
か
ら
明
治
に
か
け
て
の

「
御
用
控
」
三
点
や
、
鉄
山
方
役
人
と
思
わ
れ
る

加
藤
知
徳
の
文
久
四
年（
一
八
六
四
）「
見
聴
記
」、

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）「
鉱
山
係
事
務
雑
誌
」

等
八
点
。�

（
請
求
番
号
二
〇
〇
八
〇
一
）

近ち
か
も
と祖
家
文
書
（
寄
託
）

　

当
家
は
、
備
後
国
神
石
郡
近ち
か

田だ

村
（
現
神
石

郡
神
石
高
原
町
近
田
）
の
医
師
で
、
同
村
庄
屋

を
明
治
ま
で
勤
め
た
高
橋
家
か
ら
幕
末
に
分
家

し
、
そ
の
後
「
近
祖
」
を
姓
と
し
た
。
医
学
を

中
心
と
す
る
和
書
、
往
来
本
、
教
科
書
、
区
戸

長
の
事
務
章
程
な
ど
八
九
一
点
。

（
請
求
番
号
二
〇
〇
八
〇
二
）

花
本　

淳
氏
旧
蔵
文
書
（
寄
贈
）

　

福
山
の
部
隊
で
あ
る
「
歩
兵
第
四
十
一
聯
隊

歴
史
」
一
点
。
花
本
淳
氏
は
第
二
次
大
戦
に
従

軍
し
、
戦
後
帰
還
し
て
か
ら
こ
の
文
書
を
入
手

し
た
ら
し
い
。�

（
請
求
番
号
二
〇
〇
八
〇
三
）

橋
本
家
文
書
（
寄
託
）

　

橋
本
家
は
、
広
島
藩
主
浅
野
家
の
和
歌
山
時

代
か
ら
の
家
臣
。
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
に

死
去
し
た
橋
本
三
郎
左
衛
門
と
そ
の
子
三
兵
衛

は
広
島
藩
士
（
足
軽
）
で
、
藩
主
の
参
勤
交
代

に
と
も
な
い
江
戸
・
広
島
間
を
往
復
し
て
い
る
。

三
郎
左
衛
門
・
三
兵
衛
の
履
歴
や
和
書
、
写
真

な
ど
八
六
点
。�

（
請
求
番
号
二
〇
〇
八
〇
四
）

奥
家
文
書
（
寄
贈
）

　

奥
家
は
天
明
年
間
か
ら
備
後
国
三み

谿た
に

郡
敷し
き

地じ

村
に
居
を
構
え
、
天
保
年
間
か
ら
同
村
の
庄
屋

を
勤
め
た
。
当
時
の
普
請
帳
が
現
存
す
る
奥
家

住
宅
は
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

る
。
明
治
十
年
代
後
半
に
当
主
と
な
っ
た
徳
十

郎
は
敷
地
村
外
四
ヶ
村
戸
長
を
勤
め
た
後
、
明

治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
に
初
代
吉き

さ舎
村
長

に
選
出
さ
れ
た
。
奥
家
文
書
は
、
年
貢
関
係

な
ど
江
戸
時
代
の
敷
地
村
庄
屋
文
書
や
、
徴

兵
や
学
校
関
係
な
ど
の
戸
長
役
場
文
書
な
ど

四
四
五
九
点
。（
請
求
番
号
二
〇
〇
八
〇
五
）

は
つ
か
い
ち
市
民
図
書
館
旧
蔵
資
料
（
寄
贈
）

　

江
戸
時
代
の
建
築
関
係
の
和
書
三
冊
と
、
田

口
卯
吉
の
『
日
本
開
化
小
史
』
六
巻
。
全
九
点
。

（
請
求
番
号
二
〇
〇
八
〇
六
）

和
泉
富
夫
氏
収
集
文
書
（
寄
贈
）

　

広
島
県
内
の
観
光
地
の
新
旧
絵
葉
書
。
寄
贈

者
が
旅
先
で
収
集
し
た
組
絵
葉
書
の
ほ
か
、
古

書
店
で
購
入
し
た
も
の
、
知
人
か
ら
送
ら
れ
た

も
の
な
ど
一
四
七
点
（
全
九
九
九
枚
）。

（
請
求
番
号
二
〇
〇
八
〇
七
）

井
上
家
文
書
（
寄
贈
）

　

井
上
家
は
、
高
田
郡
佐
々
井
村
（
現
安
芸
高

田
市
八
千
代
町
佐
々
井
）
で
、
享
和
年
間
以
前

に
組
頭
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
か
ら
は
庄

屋
を
勤
め
た
。
明
治
に
な
っ
て
か
ら
は
少
長
、

小
区
用
係
、村
会
議
員
な
ど
を
歴
任
し
た
ほ
か
、

醤
油
製
造
業
を
起
業
し
て
い
る
。
文
書
は
、
高

田
郡
土は

じ師
村
の
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
の

「
御
山
腰
林
帳
」
写
や
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か

け
て
の
証
文
や
辞
令
類
、
明
治
三
十
年
代
と
大

正
の
日
記
な
ど
五
六
二
点
。

（
請
求
番
号
二
〇
〇
八
〇
八
）

田
丸
家
文
書
（
寄
贈
）

　

田
丸
家
は
世
羅
郡
小お

国ぐ
に

村
（
現
世
羅
郡
世
羅

町
小
国
）
の
旧
家
。
寄
贈
者
の
祖
父
に
当
た
る

卯
平
は
世
羅
郡
私
立
教
育
会
理
事
を
委
嘱
さ
れ

た
。
家
の
普
請
関
係
文
書
の
ほ
か
、
芸
備
協
会

（
在
京
の
旧
広
島
藩
士
が
主
体
と
な
っ
た
育
英

事
業
団
体
）
関
係
資
料
な
ど
七
四
点
。

（
請
求
番
号
二
〇
〇
八
〇
九
）

荒
木
家
文
書
（
寄
贈
）

　

荒
木
家
（
家
号
は
河
内
屋
）
は
恵
蘇
郡
比
和

町
（
現
庄
原
市
比
和
町
比
和
）
の
旧
家
で
、
表

題
に
「
開
化
用
文
章
」
と
あ
る
文
書
一
点
。
こ

れ
は
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
に
刊
行
さ

れ
た
往
来
物
（
楢
崎
隆
存
作
）
を
筆
写
し
た

も
の
だ
が
、
そ
の
前
半
に
は
天
保
七
〜
十
四
年

（
一
八
三
六
〜
四
三
）
の
、
鉄
問
屋
河
内
屋
民
兵

衛
の
名
前
が
見
え
る
鉄
問
屋
関
係
文
書
二
〇
通

が
写
さ
れ
て
い
る
。（
請
求
番
号
二
〇
〇
八
一
〇
）

県
立
図
書
館
移
管
文
書
（
移
管
）

　

広
島
県
地
理
課
土
木
係
が
作
成
し
た
、
明
治

十
七
年
（
一
八
八
四
）「
宇
品
築
港
及
新
開
築

調
一
件
」
な
ど
七
点
と
、
福
山
箕
島
沖
埋
立
中

の
写
真
二
葉
が
県
立
図
書
館
か
ら
移
管
さ
れ

た
。
こ
れ
ら
の
文
書
と
、
こ
れ
ま
で
県
立
図
書

館
か
ら
移
管
さ
れ
て
き
た
出
所
が
明
ら
か
で
な

い
古
文
書
を
ま
と
め
て
文
書
群
番
号
を
付
与
す

る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
総
点
数
は
八
六

点
。�

（
請
求
番
号
二
〇
〇
八
一
一
）

　

二
十
年
度
は
そ
の
他
、清
丸
家
文
書
（
寄
贈
、

二
〇
〇
二
〇
四
）
六
点
（
昭
和
五
年
衆
議
院
議

員
選
挙
候
補
者
の
挨
拶
状
）、
長
船
友
則
氏
収

集
資
料（
寄
贈
、二
〇
〇
四
〇
七
）九
五
二
点（
地

図
・
絵
葉
書
・
時
刻
表
な
ど
）、
平
野
家
文
書

（
寄
贈
、
二
〇
〇
五
〇
八
）
三
点
（
米
札
複
製

等
）、
井
上
家
文
書
（
寄
託
、
二
〇
〇
七
〇
九
）

七
一
六
点
（
株
主
総
会
、
明
道
中
学
校
、
選
挙

関
係
資
料
等
）
が
追
加
寄
贈
・
寄
託
さ
れ
た
。

　

な
お
、高
山
等
資
料
（
平
成
十
五
年
寄
託
分
、

請
求
番
号
二
〇
〇
二
〇
三
）
三
〇
点
の
寄
託
を

解
除
し
、
所
蔵
者
に
返
却
し
た
。
合
計
古
文
書

は
二
二
万
九
九
六
八
点
。

高田郡土師村
「御山腰林帳」

宇品築港関係文書

平
成
二
十
年
度
に
収
集
し
た
古
文
書
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■
平
成
二
十
年
度
の
研
修
会

　

広
文
協
（
広
島
県
市
町
公
文
書
等
保
存
活
用

連
絡
協
議
会
）
で
は
、
平
成
二
十
年
度
も
二
回

の
研
修
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

第
一
回
は
九
月
二
十
六
日
（
金
）
に
安
芸
高

田
市
役
所
（
ク
リ
ス
タ
ル
ア
ー
ジ
ョ
三
階
会
議

室
）
に
て
、
一
八
名
（
一
〇
会
員
）
が
参
加
し

て
開
か
れ
ま
し
た
。
「
安
芸
高
田
市
に
お
け
る

文
書
管
理
の
現
状
に
つ
い
て
」
と
題
し
、
同
市

総
務
課
の
高こ
う

下げ

正
晴
氏
に
御
報
告
い
た
だ
き
、

市
役
所
書
庫
と
吉
田
歴
史
民
俗
資
料
館
に
お
け

る
行
政
文
書
の
保
存
状
況
を
見
学
し
ま
し
た
。

　

第
二
回
は
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日（
金
）に

県
立
文
書
館
研
修
・
会
議
室
に
て
、二
九
名（
一
〇

会
員
）が
参
加
し
て
開
か
れ
ま
し
た
。
尼
崎
市
立

地
域
研
究
史
料
館
の
辻
川
敦
館
長
と
西
村
豪
氏
に

お
越
し
い

た
だ
き
、

「
写
真
資

料
の
保
存

と
活
用
に

つ
い
て
」

を
テ
ー
マ

に
研
修
を

行
い
ま
し

た
。

■
平
成
二
十
一
年
度
総
会

　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
日
（
金
）
に
県
立
文

書
館
研
修
・
会
議
室
に
て
二
五
名
（
一
六
会

員
）
が
参
加
し
て
開
か
れ
ま
し
た
。
総
会
で

は
、
平
成

二
十
年
度
事

業
報
告
・
決

算
報
告
・
平

成
二
十
一
年

度
役
員
選

任
・
事
業
計

画
・
予
算
な

ど
が
議
決
さ

れ
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
前
年
四
月
に
文
書
館
を
設
置
し
た

香
川
県
三
豊
市
か
ら
総
務
部
総
務
課
の
千
秋
浩

幸
氏
・
三
宅
高
文
氏
を
招
き
、
「
三
豊
市
文
書

館
開
館
へ
の
取
り
組
み
と
課
題
に
つ
い
て
」
と

題
し
て
講
演
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

5
月
30
日　

広
文
協
総
会

6
月
1
日　

�

中
国
四
国
地
区
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

ウ
ィ
ー
ク
（
〜
7
日
）

6
月
4
日　

文
書
調
査
員
会
議

6
月
7
日　

文
書
館
講
演
会

6
月
14
日　

古
文
書
解
読
入
門
講
座
開
講

6
月
24
日　

�

収
蔵
文
書
紹
介
コ
ー
ナ
ー
「
佐
伯

郡
海
老
塩
浜
・
山
中
家
文
書
」
展

示
開
始
（
〜
9
月
20
日
）

7
月
19
日　

続
古
文
書
解
読
入
門
講
座
開
講

7
月
30
日　

�

上
川
陽
子
内
閣
府
文
書
管
理
担
当

大
臣
視
察

7
月
31
日　

文
書
館
だ
よ
り
第
32
号
発
行

8
月
5
日　

安
田
女
子
大
学
古
文
書
学
実
習

8
月
21
日　

行
政
文
書
を
中
間
書
庫
へ
搬
入

9
月
26
日　

広
文
協
第
1
回
研
修
会

10
月
17
日　

�

文
書
館
開
館
20
周
年
リ
バ
イ
バ
ル

展
（
〜
12
月
25
日
）

10
月
25
日　

�

開
館
20
周
年
記
念
講
演
会
「
厳
島

神
社
史
の
秘
め
ら
れ
た
『
謎
』
と

記
録
資
料
」
（
県
立
広
島
大
学
松

井
輝
昭
教
授
）

11
月
28
日　

�

行
政
文
書
・
古
文
書
保
存
管
理
講

習
会

1
月
6
日　

�

収
蔵
文
書
紹
介
コ
ー
ナ
ー
「
広
島

工
業
港
」
展
示
開
始
（
〜
3
月
21

日
）

1
月
13
日　

教
育
委
員
会
選
別
文
書
受
領

2
月
10
日　

文
書
館
だ
よ
り
第
33
号
発
行

2
月
20
日　

広
文
協
第
2
回
研
修
会

3
月
27
日　

�
収
蔵
文
書
展
「
江
戸
・
明
治
商
家

文
書
の
世
界
」
（
〜
6
月
9
日
）

3
月
31
日　

文
書
館
紀
要
第
10
号
発
行

利
用
案
内

■
開
館
時
間

　

＊
月
〜
金
曜
日�　

9
時
〜
17
時

　

＊
土
曜
日�　
　
　

9
時
〜
12
時

■
休 

館 

日

　

＊
日
曜
日
、
国
民
の
祝
日
及
び
休
日

　

＊
年
末
年
始（
12
月
28
日
〜
1
月
4
日
）

■
交　
　

通

＊�

Ｊ
Ｒ
広
島
駅
か
ら
バ
ス
（
ベ
イ
シ
テ
ィ
経

由
広
島
港
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
方
面
行
き
）

で
「
広
島
県
情
報
プ
ラ
ザ
前
」
下
車
、
又

は
路
面
電
車
（
紙
屋
町
経
由
広
島
港
行

き
）
で
広
電
本
社
前
下
車
約
五
〇
〇
ｍ
、

県
情
報
プ
ラ
ザ
２
Ｆ

広
島
県
立
文
書
館
だ
よ
り　

第
三
十
四
号

平
成
二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年
一
月
二
十
二
日
発
行

編
集
発
行�

広
島
県
立
文
書
館

�

広
島
市
中
区
千
田
町
三
丁
目
七
︱
四
七

電　

話�

〇
八
二
︱
二
四
五
︱
八
四
四
四

Ｆ
Ａ
Ｘ�

〇
八
二
︱
二
四
五
︱
四
五
四
一

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w
.pref.hiroshim

a.lg.jp
/soum

u/bunsyo/m
onjokan/index.htm

印　

刷�

㈱
ユ
ニ
ッ
ク
ス

広
文
協
か
ら

平成 20 年度第 2 回研修会

研修会の様子

文書館開館 20 周年記念講演会

平
成
二
十
年
度
の
主
な
で
き
ご
と

至 宇品

至 紙屋町 至 広島駅
広島市役所

国道2号線

東千田公園
（広島大学跡地）中

消
防
署日赤
病院 広島大学

南
大
橋 広島県立文書館

（広島県情報プラザ）

元
安
川
南
千
田
橋

広島市健康づくりセンター
健康科学館

御幸橋

市役所前

日赤病院前

広電本社前

情報プラザ前

たかの橋


